
国立大学法人東京農工大学資金運用管理委員会細則の一部改正 

現行 改正 改正理由 

 

本則 

 

本則  

   (組織) 

第3条 管理委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織す

る。 

(組織) 

第3条 管理委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織す

る。 

 (1)～(5) (略) (1)～(5) (略) 

(新設) (6) 役員又は職員以外の者で、東京農工大学同窓会の会員若し

くは国立大学法人東京農工大学へ寄附を行った者 

(新設) (7) 役員又は職員以外の者で、民間の金融機関等で資金運用の

実務経験が2年以上ある者  

(6) (略) (8) (略)  
2 (略) 2 (略)  
(新設) 3 第1項第6号及び第7号の委員は、委員長が任命する。  
(会議の招集) 

第4条 管理委員会は、必要に応じ委員長が召集する。 

(会議の招集) 

第4条 管理委員会は、四半期に一度以上、委員長が召集する。  

   
附 則(平成30年7月2日細則第22号) 

この細則は、平成 30年7月2日から施行する。 


